
○概ね５年で実施する取組　

項　目

取組の柱

実施する施策

具体的取組

(1) 洪水時における河川管理者からの情報提供
1 ホットラインの情報を活用する検討 D,G 引続き実施 県・市町村 ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ 〇 □ ● 〇 ○ □ ○ □ □ □ ● □ ● ● ○ 〇 ○ 〇 ○

2 多機関連携型タイムラインの検討 L,M,R R8年度 県・市町村・気象台 ○ ※ ※ ● ○ 〇 ● ※ ※ 〇 〇 ※ ※ ※ ※ ※ 〇 〇 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ○ 〇 ※ ○ ○ 〇 □ ※ ○ ○ ○ ※ ○ 〇

3 水害対応タイムラインを活用して洪水対応訓
練を実施

M,AF 毎年 協議会全体 ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ※ ※ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ※ ○ (国)○
(県)〇 ● □ ○ ※ ○ ○ ○ ※ ※ □ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

4 避難指示の発令基準やタイムラインの見直し
を実施

L,M,Q,R 必要に応じて 県・市町村・気象台 ● □ □ ● ● ● ● ● □ ● ● ※ ○ ● ● □ ● ● □ ※ □ ● ※ ※ ○ ○ ● ● ● ○ ● □ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ※ ○ ● ● ● ● ● ※ ● ● ● ● □ ● ● □ ● ● □ ● □

5 マイ・タイムライン（避難行動計画）の作
成・普及啓発

R R8年度
関東地整・気象台・

県・市町村 ● ● ● ● ● ● ● □ ● ※ ○ ● □ ● □ □ ● ※ 〇 □ ● ● ○ ● ● ※ □ ○ □ □ ● ● ● □ ● □ ○ ● □ □ □ □ ●

(3) 水害危険性の周知促進

6 水位周知河川の拡大及び運用 K R8年度 県

7
ハザードマップの見方など水災害の事前準備
に関する問い合わせ窓口の設置

Z R8年度
関東地整・気象台・

県・市町村 ● □ ※ ● ● ● □ ● ● □ ※ ※ ● ● ● ● ※ ※ ※ ● ● ● ※ ● ※ □ ※ 〇 □ □ ● ● □ □ ● ※ ● ● □ □ ● ● □

8 洪水情報のプッシュ型配信の実施及び運用基
準の明確化

P.Z.AA R8年度 県

9 気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警
報級の現象」等の改善

N,O,Q 引続き実施 気象台

10 住民等への情報伝達方法の改善
P.Z.AA,AB,AC

,AE
引続き実施 市町村 ● ● □ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● □ ● ● □ ● □ ● ● □ □ ● ● □ ● □ ● □ ● ● ● ● ● □ ● ● ● ● □ ● □ □ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

11 災害時の情報発信における地元メディアとの
連携強化

Z R8年度
関東地整・県・市町

村 ● □ ● ● ● ● ● ● ● □ ● ● ※ □ ● ※ ※ □ 〇 ● ※ ※ □ ※ □ ※ □ ※ ○ ● ● ※ ● □ ● □ ○ ●

12
洪水時のダムの操作に関する分かりやすい情
報の提供

N,M,O R8年度
関東地整・県・水資

源機構

13
避難行動に繋がるダムの放流情報の内容や通
知のタイミングの改善、河川水位情報等の活
用

N,M,O R8年度
関東地整・県・市町

村・水資源機構 ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● □ ● ● □ □ 〼 ※ ※ ※ ○ ※ □ □ □ □ ○ □ ※ ○ ○ ※ □ □ □ □ ● ● ● ● ● ● ー □ ● 〇 〇 ○ ○ □ 〇

14 災害時の情報発信における地元メディアとの
連携強化(取組項目11の再掲)

Z R8年度
関東地整・県・市町

村 ● □ ● ● ● ● ● ● ● □ ● ● ※ □ ● ※ ※ □ 〇 ● ※ ● ※ ※ □ ※ □ ※ ○ ● ● ※ ● □ □ ● □ ○ ●

15 現状の避難場所・避難経路・避難誘導体制の
再確認と改善

V,W,X,AE 引続き実施 市町村 □ □ □ ● ● ● ● ● ● ● □ ● ● □ □ ○ ○ ● □ □ ○ □ ○ ● □ □ □ ○ ● □ ● □ □ ● □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ○ □ ○ □ □ □ ● ○ □ □ ● □ ○ □ ● □

16
当該市町村内の避難場所だけでは避難者を収
容しきれない場合には、近接市町村における
避難場所の設定や連絡体制等について検討。
そのための情報提供の実施。

S,T,U,X,Y,
AG

必要に応じて
関東地整・県・市町

村 □ ● □ ● ● ● ● □ ○ □ □ ● ○ ● ● □ □ ※ ● ○ ○ ○ ※ ○ ○ ● ● ※ □ ● ● ○ ● ○ ※ ※ ※ ※ ※ ● □ 〇 ○ ● ● ※ ● □ ● ● ○ ● □ □ □ □ ● ● ●

17
必要となる避難場所、避難路等の整備にあた
り、河川工事等の発生土砂を有効活用するな
ど、連携による効率的な整備を実施

S,T 必要に応じて
関東地整・県・市町

村・水資源機構 ※ ○ ※ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ※ ※ ○ ※ ○ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ○ ○ ※ ※ ※ ※ □ ○ ※ ※ ※ ※ ※ ○ ○ 〇

18 応急的な退避場所の確保 S,T,U,V,X R8年度 県・市町村 ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ※ ● ※ ○ ● ● ○ □ ● □ ※ □ ○ ※ ※ ○ ● ○ ※ ○ ● ● ○ ○ ○ ※ ※ ● ※ ※ ※ ● ※ ※ 〇 ● 〇 □ ※ □ □ 〇 □ ● □ ● ● ● □

19 避難訓練への地域住民の参加促進
S,T,U,Z.AD.A

F
R8年度 市町村 〇 ○ ○ □ ● ● ● ○ ○ ● □ ※ ● ○ □ ○ □ ※ ※ ※ □ ○ □ ○ ○ ○ ● ※ □ ● ● ○ ○ ○ ※ ※ □ ○ ● ※ □ ※ ※ ● 〇 □ □ ● ● ○ □ □ ● □ ○ ● ● ●

20
共助の仕組みの強化として、避難時の声かけ
や避難誘導等の訓練及び出水時における実際
の事例の情報を共有し、より充実した取組を
検討・調整

V,AD,AE R8年度 県・市町村 ● ● ● □ ● ● 〇 ● ○ ● ○ ● ○ □ □ ○ □ ● ● ※ □ □ □ ○ ○ ● ● ※ □ ● 〇 ○ ○ ○ ※ ※ □ ○ ※ □ □ ※ □ ● ● □ □ ● ● ○ □ □ □ □ ○ ● ● □

21 住民一人一人の避難計画・情報マップの作成
促進

V,S,T,U R8年度 市町村 ● □ ● ● □ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● □ ○ □ □ ※ □ □ ○ ※ ○ ○ ● ○ ※ □ ● 〇 ○ ○ ※ ※ ※ ○ ○ ※ □ □ □ □ ● ● 〇 □ ● 〇 ● 〇 ※ ● 〇 □ ● ● 〇

22 地域防災力の向上のための人材育成 AD,AE,AF R8年度
関東地整・県・市町

村 ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ □ □ □ □ ○ □ ● ● ○ □ □ □ ○ ○ ● ○ ※ ● 〇 〇 ○ ○ ○ ※ ※ ○ ○ ※ ※ □ ※ ※ ● ● □ □ ● ● ● □ □ □ □ □ □ ● □

23 国等が他県のモデル施設で作成する避難確保
計画に関する知見について共有

AD R8年度
関東地整・県・市町

村 □ □ □ ● ● ● ● ● ○ □ ○ ○ □ ● □ ○ ○ ● □ ※ 〇 ※ □ ○ ● ※ 〇 □ ○ ○ ○ ※ ※ ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● □ □ ● □ ○ 〇 ○ □ □ ● □ □

24
対象となる全ての要配慮者利用施設における
避難確保計画の作成・避難訓練の実施を目指
す。先進的な事例等、必要な情報提供を行
う。

AD R8年度 県・市町村 □ □ □ □ □ ● ● ● □ □ ○ ○ □ ● □ □ ● □ □ □ □ □ ○ ○ □ ● □ □ □ □ ○ □ □ □ □ ○ ● □ □ □ □ ● □ □ ● □ □ □ ● □ □ ● □ □

25 水害ハザードマップの作成、周知及び訓練等
への活用に関する優良事例の共有

C R8年度 市町村 □ ● □ ● ● ● ● ● ● ● □ □ ● ● ● ● ● □ 〇 ● ○ ● ● ● ● ● ○ □ □ □ ○ ○ ● ● 〇 ● ○ □ □ ○ □ □ ● □ □

26
ハザードマップの見方などの水災害の事前準
備に関する問い合わせ窓口の設置
(取組項目7の再掲)

必要に応じて R8年度 市町村 ● ● ● ※ ● ● ● ● ● ● □ □ ※ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● □ □ ● ● □ □ ● ● ● ● ● ● □ ● ● ● ●

27
水害ハザードマップの国土交通省ハザード
マップポータルサイトへの登録

C 引続き実施 市町村 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ●
(国)●
(県)● ● □ ○ ○ □ ● □ ● ● ● ● ● ● ● □ ● ● ○ ● ● ● ●

28 水害ハザードマップを活用した訓練の実施 C 引続き実施 市町村 ○ □ □ □ ● ● ● ● ● ○ ○ ※ ○ □ ○ ○ ● ※ ※ ※ ○ ● ※ (国)○
(県)〇 ● ○ ○ ※ □ □ □ ○ ○ ● ● □ □ ○ □ ※ ○ ● ○ ○ □ ○

29
各機関が既に保有する浸水実績を共有し、市
町村において速やかに住民等に周知

A 引続き実施
県・市町村・水資源

機構 ● ● □ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● □ ● □ ● ● ● ● ● ● ※ □ □ □ ● ● ● ● ● ● ● ● ※ ※ ○ ● ※ □ ● □ ※ ● □ ● ● ● □ ● ● □ ○ ● ● ●

30 まるごとまちごとハザードマップの整備・拡
充

B 引続き実施 市町村 ※ ● ● □ ● ※ ※ ● ※ ● ○ ○ ● □ ※ □ ○ ● ※ ※ ※ □ ※ ※ □ ○ □ 〇 ※ ※ ● ● □ ※ ※ ※ ※ ○ ※ 〇 □ ● ○ ※ ※ □ ○ □ □ □ ○ ● □ ○ ● ● ●

31 市町村のまちづくり担当部局に対し、中高頻
度の水害リスク情報の提供

A R8年度 関東地整・県 ※ 〼 ※ ○

32
国の支援により作成した指導計画を全ての学
校に共有

A,E,Z R8年度
関東地整・県・市町

村 ○ ○ ○ ● ○ ○ ※ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ※ ○ ○ ※ ※ ○ 〇 ※ ※ ○ ○ ○ 〇 ※ ※ ○ ○ ○ ※ ○ ※ ※ ※ ※ ※ ○ ※ ○ □ ○ ○ ※ ○ □ ○ ● □ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○

33 教職員を対象とした講習会の実施 A,E,Z 引続き実施 協議会全体 □ □ ● ● ● ○ ※ ● ○ ● ○ ○ □ ● □ ● ● ※ ○ ※ ※ □ ※ ※ ○ ○ ○ 〇 〇 ● ○ ○ ○ 〇 ○ ※ ※ ※ ※ ※ ● ※ 〇 ○ ● ○ ※ ○ □ ○ ● ● □ ○ □ ● ○ ● ● ●

34 出前講座等を活用した講習会の実施 A,E,Z 引続き実施 協議会全体 ● ● ● □ ● ● ● ● ○ ● ○ ● □ □ □ ● ● ● ○ ※ ※ □ ※ ※ □ □ ● 〇 〇 ● ○ ● □ □ ○ ※ □ ※ □ ※ □ ※ □ ● ● ● ※ ● □ ● ● ● □ ● ● ● ● ● ● ●

35 危機管理型水位計の拡充 Q,AH R8年度 県

36 河川監視用カメラの拡充 Q,AH 引続き実施 県

37
河川管理施設の操作状況に係る警戒情報の伝
達（特に複数のダム管理者からの緊急放流に
係る警戒情報）に関する基準や運用の明確化

H R8年度
関東地整・県・水資

源機構

(9) 浸水実績等の周知

(10) 防災教育の促進

(11) 洪水予測や水位情報の提供の強化

(2) 避難指示発令の対象区域、判断基準等の確認（水害対応タイムライン）

(4) ICT を活用した洪水情報の提供

(5) 防災施設の機能に関する情報提供の充実

(6) 近接市町村における避難場所の設定（広域避難体制の構築）等

(7) 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施

(8) 水害ハザードマップの改良、周知、活用

■ソフト対策の主な取組
①円滑かつ迅速な避難のための取組
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○概ね５年で実施する取組　

項　目

取組の柱

実施する施策

具体的取組

(1) 洪水時における河川管理者からの情報提供
1 ホットラインの情報を活用する検討 D,G 引続き実施 県・市町村

2 多機関連携型タイムラインの検討 L,M,R R8年度 県・市町村・気象台

3 水害対応タイムラインを活用して洪水対応訓
練を実施

M,AF 毎年 協議会全体

4 避難指示の発令基準やタイムラインの見直し
を実施

L,M,Q,R 必要に応じて 県・市町村・気象台

5 マイ・タイムライン（避難行動計画）の作
成・普及啓発

R R8年度
関東地整・気象台・

県・市町村

(3) 水害危険性の周知促進

6 水位周知河川の拡大及び運用 K R8年度 県

7
ハザードマップの見方など水災害の事前準備
に関する問い合わせ窓口の設置

Z R8年度
関東地整・気象台・

県・市町村

8 洪水情報のプッシュ型配信の実施及び運用基
準の明確化

P.Z.AA R8年度 県

9 気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警
報級の現象」等の改善

N,O,Q 引続き実施 気象台

10 住民等への情報伝達方法の改善
P.Z.AA,AB,AC

,AE
引続き実施 市町村

11 災害時の情報発信における地元メディアとの
連携強化

Z R8年度
関東地整・県・市町

村

12
洪水時のダムの操作に関する分かりやすい情
報の提供

N,M,O R8年度
関東地整・県・水資

源機構

13
避難行動に繋がるダムの放流情報の内容や通
知のタイミングの改善、河川水位情報等の活
用

N,M,O R8年度
関東地整・県・市町

村・水資源機構

14 災害時の情報発信における地元メディアとの
連携強化(取組項目11の再掲)

Z R8年度
関東地整・県・市町

村

15 現状の避難場所・避難経路・避難誘導体制の
再確認と改善

V,W,X,AE 引続き実施 市町村

16
当該市町村内の避難場所だけでは避難者を収
容しきれない場合には、近接市町村における
避難場所の設定や連絡体制等について検討。
そのための情報提供の実施。

S,T,U,X,Y,
AG

必要に応じて
関東地整・県・市町

村

17
必要となる避難場所、避難路等の整備にあた
り、河川工事等の発生土砂を有効活用するな
ど、連携による効率的な整備を実施

S,T 必要に応じて
関東地整・県・市町

村・水資源機構

18 応急的な退避場所の確保 S,T,U,V,X R8年度 県・市町村

19 避難訓練への地域住民の参加促進
S,T,U,Z.AD.A

F
R8年度 市町村

20
共助の仕組みの強化として、避難時の声かけ
や避難誘導等の訓練及び出水時における実際
の事例の情報を共有し、より充実した取組を
検討・調整

V,AD,AE R8年度 県・市町村

21 住民一人一人の避難計画・情報マップの作成
促進

V,S,T,U R8年度 市町村

22 地域防災力の向上のための人材育成 AD,AE,AF R8年度
関東地整・県・市町

村

23 国等が他県のモデル施設で作成する避難確保
計画に関する知見について共有

AD R8年度
関東地整・県・市町

村

24
対象となる全ての要配慮者利用施設における
避難確保計画の作成・避難訓練の実施を目指
す。先進的な事例等、必要な情報提供を行
う。

AD R8年度 県・市町村

25 水害ハザードマップの作成、周知及び訓練等
への活用に関する優良事例の共有

C R8年度 市町村

26
ハザードマップの見方などの水災害の事前準
備に関する問い合わせ窓口の設置
(取組項目7の再掲)

必要に応じて R8年度 市町村

27
水害ハザードマップの国土交通省ハザード
マップポータルサイトへの登録

C 引続き実施 市町村

28 水害ハザードマップを活用した訓練の実施 C 引続き実施 市町村

29
各機関が既に保有する浸水実績を共有し、市
町村において速やかに住民等に周知

A 引続き実施
県・市町村・水資源

機構

30 まるごとまちごとハザードマップの整備・拡
充

B 引続き実施 市町村

31 市町村のまちづくり担当部局に対し、中高頻
度の水害リスク情報の提供

A R8年度 関東地整・県

32
国の支援により作成した指導計画を全ての学
校に共有

A,E,Z R8年度
関東地整・県・市町

村

33 教職員を対象とした講習会の実施 A,E,Z 引続き実施 協議会全体

34 出前講座等を活用した講習会の実施 A,E,Z 引続き実施 協議会全体

35 危機管理型水位計の拡充 Q,AH R8年度 県

36 河川監視用カメラの拡充 Q,AH 引続き実施 県

37
河川管理施設の操作状況に係る警戒情報の伝
達（特に複数のダム管理者からの緊急放流に
係る警戒情報）に関する基準や運用の明確化

H R8年度
関東地整・県・水資

源機構

(9) 浸水実績等の周知

(10) 防災教育の促進

(11) 洪水予測や水位情報の提供の強化

(2) 避難指示発令の対象区域、判断基準等の確認（水害対応タイムライン）

(4) ICT を活用した洪水情報の提供

(5) 防災施設の機能に関する情報提供の充実

(6) 近接市町村における避難場所の設定（広域避難体制の構築）等

(7) 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施

(8) 水害ハザードマップの改良、周知、活用

■ソフト対策の主な取組
①円滑かつ迅速な避難のための取組

課題
目標時

期
取組機関

凡例　●：実施済み　□：実施中（継続中）　○：実施予定
　　　※：予定なし　〼：実施対象外　　右の番号は市町村番号

● 〇 〇 □ 23 / 38 61%

〇 ● 〇 〇 4 / 42 10%

○ ○ ○ ● □ □ □ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 / 75 24%

○ ○ ● □ □ 48 / 65 74%

□ □ □ □ □ □ □ □ 43 / 51 84%

□ 1 / 1 100%

● □ ● ● ● ● □ ● 40 / 51 78%

● 1 / 1 100%

● 1 / 1 100%

● ● ● 63 / 63 100%

※ □ ※ ※ ※ ● □ 29 / 45 64%

□ ● ● 〇 3 / 4 75%

● □ ○ ● ● □ ● ● ● 39 / 63 62%

※ □ ※ ※ ※ ● □ □ 31 / 47 66%

● ● ● 54 / 63 86%

● ● ● ● □ ● □ □ ○ □ 47 / 69 68%

○ ○ ○ □ □ ○ ○ □ □ ○ ○ □ □ ○ 7 / 70 10%

○ 〇 ※ □ 30 / 62 48%

● 〇 〇 31 / 61 51%

● □ ○ 40 / 61 66%

● 〇 ○ 31 / 61 51%

● □ ○ □ □ ○ □ ※ ○ □ 43 / 68 63%

□ ○ ○ □ ● ● ● □ □ □ □ 37 / 66 56%

□ ○ □ □ 51 / 58 88%

○ ○ ○ 37 / 48 77%

● ○ ○ 45 / 51 88%

● ● ● 42 / 48 88%

● ○ ○ 23 / 49 47%

● ● ● ○ ○ ○ □ 53 / 63 84%

□ ● ● 30 / 60 50%

□ ○ ● 2 / 7 29%

○ ○ ○ ● ● □ □ □ ○ □ 15 / 70 21%

○ ○ □ □ ● □ □ □ □ □ ● □ □ ○ □ 37 / 75 49%

● ○ ● ● □ □ □ □ □ □ ● □ □ ● □ 58 / 75 77%

□ 1 / 1 100%

□ 1 / 1 100%

□ ● ● ● 4 / 4 100%

(9) 浸水実績等の周知

(10) 防災教育の促進

(11) 洪水予測や水位情報の提供の強化

(2) 避難指示発令の対象区域、判断基準等の確認（水害対応タイムライン）

(4) ICT を活用した洪水情報の提供

(5) 防災施設の機能に関する情報提供の充実

(6) 近接市町村における避難場所の設定（広域避難体制の構築）等

(7) 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施

(8) 水害ハザードマップの改良、周知、活用

●or□ / 実施対象 ％

■ソフト対策の主な取組
①円滑かつ迅速な避難のための取組

二瀬ダム管
理所

熊谷地方気
象台

利根導水総
合事業所

下久保ダム
管理所

荒川ダム総
合管理所

埼玉県
利根川上流
河川事務所

江戸川河川
事務所

渡良瀬川河
川事務所

高崎河川国
道事務所

荒川上流河
川事務所

荒川下流河
川事務所

白
岡
市

宮
代
町

杉
戸
町

- - -40 61 62 - - - 集計- - - - - -
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○概ね５年で実施する取組　

項　目

取組の柱

実施する施策

具体的取組

久
喜
市

蓮
田
市

幸
手
市

草
加
市

越
谷
市

八
潮
市

三
郷
市

吉
川
市

松
伏
町

深
谷
市

寄
居
町

行
田
市

加
須
市

羽
生
市

春
日
部
市

小
鹿
野
町

本
庄
市

美
里
町

神
川
町

上
里
町

熊
谷
市

と
き
が
わ
町

東
秩
父
村

秩
父
市

横
瀬
町

皆
野
町

長
瀞
町

滑
川
町

嵐
山
町

小
川
町

川
島
町

吉
見
町

鳩
山
町

坂
戸
市

鶴
ヶ
島
市

日
高
市

毛
呂
山
町

越
生
町

東
松
山
市

狭
山
市

富
士
見
市

ふ
じ
み
野
市

三
芳
町

飯
能
市

入
間
市

上
尾
市

桶
川
市

北
本
市

伊
奈
町

川
越
市

所
沢
市

戸
田
市

朝
霞
市

志
木
市

和
光
市

新
座
市

鴻
巣
市

課題
目標時

期
取組機関

さ
い
た
ま
市

川
口
市

蕨
市

33 3519 30 32 38 63 2860 5 9 14 12 1810 57 58 59 3 1656 6 52 53 54 5546 47 48 49 50 5136 37 43 44 11 4531 39 42 8 22 342 7 1323 24 25 26 15 17
凡例　●：実施済み　□：実施中（継続中）　○：実施予定
　　　※：予定なし　〼：実施対象外　　右の番号は市町村番号

1 4 20 21 27 29 41

38 ダム放流警報等の耐水化や改良 AX,N R8年度
関東地整・県・
水資源機構

39 ダム等の洪水調節機能の向上・確保 AX,N R8年度
関東地整・県・
水資源機構

40 水位周知下水道の指定 AX,N R8年度 県・市町村 □ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 〇 ※ ※ ※ ※ ● 〇 ※ ※ ※ 〇 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ○ ※ ※ ○ ※ ※ 〇 ※ ※ ※

41 洪水予測（水害タイムライン）の高度化によ
る災害対応や避難行動の支援

E R8年度 関東地整・県 ● ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ○ ※ ※ ※ ※ 〼 ※ ※

42 水防団（消防団）への河川水位等に係る確実
な情報伝達手段の検討

AI 引続き実施 市町村 ● □ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● □ ● ● ● ※ ● ● ● □ ※ □ □ ● ● ● ● ● ● □ ● ● ● □ □ □ ※ □ □ □ □ ● ● ● ● □ □ ● ○ □ ● ● ○ ● ● ● ●

43
水防団が行う河川巡視の受け持ち区間や巡視
等水防活動の実施体制を見直し、伝達訓練の
実施

AI 必要に応じて
関東地整・県・市町

村 ○ 〇 □ □ ● ※ ※ 〇 ○ □ ※ 〇 〇 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 〇 ※ ※ ※ ○ ※ ※ ○ 〇 ※ ※ □ ○ 〇 □ ○ ※ ○ 〇 ●

44 国と都道府県が参加する技術研究会等におい
て、国の無動力化の取組について情報提供

BC 必要に応じて 関東地整・県

45 洪水に対しリスクが高い区間や重要水防箇所
を水防団や地域住民等との共同点検の実施

AH 引続き実施
関東地整・県・市町

村・地域住民 □ □ □ □ ● ● ● ● ● ● ○ ● □ □ □ □ ● ※ □ □ ※ □ □ ● ● ● ● ● ● □ ※ □ ※ □ □ ※ □ ● 〇 ※ ● □ ● 〇 ○ □ ● ● ● ● ● ● ●

46 出水時に重要水防箇所において水防が適切に
行われたことを確認

AL
出水後速やか

に
県・市町村 〇 ○ ○ ○ 〇 ● ○ ● ● ● □ □ ● ○ ● ● ● □ ※ □ ○ ○ ● ○ ○ ○ 〇 〇 □ ※ ○ ※ ※ □ ※ ※ □ □ ※ □ ● □ ● □ ● ● □ ● 〇 ● 〇 ○ ○ □ ●

47 水防資機材等の配備・確認 AN 引続き実施
関東地整・県・市町

村 □ □ □ ● ● ● ● □ ● ● ○ ● □ □ □ ● ● ● □ ● ● □ ● □ □ □ ● ● ● ● ● □ □ □ ※ □ ※ □ ※ □ □ □ □ ● □ ※ ● □ ● ● ● □ □ ● ● ● ● ● ●

48 出水時に備蓄されている資材が有効かつ迅速
に活用されたことを確認

BH
出水後速やか

に
県・市町村 〇 ○ ○ □ ● ● ● ○ ● ● ○ ● □ □ ● ○ ● ● ● ● □ ○ □ ○ ○ ● ○ ※ 〇 〇 〇 □ ※ ○ ※ ○ ○ □ ※ □ ● 〇 □ □ □ ● □ □ □ ● 〇 ● ● ○ ○ □ ●

49 水防団員の募集、自主防災組織、企業等の参
画を促すための広報の充実

AJ 引続き実施 市町村 □ □ □ ● ● ● ● ● ● ● ○ □ □ □ □ ● □ ● □ ● ● □ ● □ □ □ ● 〇 ● ● ● ● □ □ □ ※ □ □ □ □ □ □ □ ● ● ● ※ ● □ ● ● □ □ ● ● ● ● ● ● ●

50
水防団強化、技術の継承を目的とした広報の
充実（水防団確保）、水防団間での連携・協
力に関する検討及び多様な関係機関や住民等
の参加による、実践的な水防訓練を実施

AK,AP R8年度
関東地整・県・市町

村 □ □ □ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ※ □ □ ● ○ ○ ● ○ ※ ○ □ ※ ※ □ □ ○ 〇 ※ ※ ● ● ○ ○ ○ ※ ※ ○ ※ ※ □ ○ □ 〇 ● □ ※ ● □ □ ● □ □ ※ ● ● ● ● ● ●

51
大規模氾濫に対して広域的、効率的な水防活
動が実施できるよう関係者の協力内容等につ
いて検討、調整

AH,AM,AN,AO,
AP

R8年度 市町村 ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ □ ○ □ ● ○ ○ □ ○ ※ ※ □ ○ ※ □ □ ○ ● ※ ● ● ● ○ ○ □ ※ ※ ※ ● □ □ ● □ ● □ □ ※ ● □ ● ● ○ ○ ※ □ □ □ ● ● ●

52
浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠点病院
等に関する情報を共有し、各施設管理者に対
する洪水時の情報伝達体制・方法について検
討

AR,AS R8年度 県・市町村 □ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ● □ ※ □ ● ● □ ● ● □ ○ ● ● ● □

53
浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠点病院
等の機能確保に関する情報を共有し、耐水化
や非常用電源等の対策を施設管理者が実施す
るよう調整

AR,AS,AT R8年度 県・市町村 □ ● □ ● ● ● ○ ○ ○ ● ● □ ※ ● ○ ● ● ○ □ ● □ □ ● ● ● □

54 水害リスク情報の共有とともに、現況の施
設・機材の情報を共有

AV 引続き実施
関東地整・県・市町

村・水資源機構 □ □ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● □ □ □ ● ● □ ● □ ○ ※ □ ○ ● ● ※ ※ ● ● □ □ ※ ※ ※ ※ ※ ※ □ ※ ● ○ ● □ ※ ● □ ● ● □ □ □ ● ● ● ● ● ●

55 排水機場の遠隔操作化、退避基準の明確化 AX R8年度
関東地整・県・市町

村・水資源機構 〇 ※ ○ ● ● ● □ ● ※ ※ ※ ※ □ ● ○ ※ ※ ○ ○ ○ ※ ※ 〇 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 〇 □ ● ● □ 〇 ● □ ○ □ ○ ※ ※

56
浸水エリアの拡大を抑制する効用があると認
められる土地に係る情報（地形データや氾濫
シミュレーション結果）を水防管理者に提供

AV 必要に応じて 県

57
複数の市町村に係る浸水被害軽減地区の指定
については、水防管理者間で指定の予定や課
題等を共有し、連携して指定に取り組む

AV 必要に応じて 市町村 ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ※ ※ ※ ※ ○ 〇 ※ ※ ※ ○ ※ ※ ※ ※ ○ ○ 〇 ○ ※ ※ ※ ○ ※ ○ ※ ※ ○ ○ ※ ○ ○ 〇

58 被災状況調査の迅速化 AY
出水後速やか

に
県・市町村 〇 ● ○ □ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ □ ○ ● □ ● ● □ ○ □ □ ○ ● ● 〇 ○ 〇 〇 □ □ ○ ○ ○ □ ※ □ ● □ □ □ □ ● □ □ □ □ 〇 ● ○ ○ ○ ○ □

59 暫定水位基準の設定 AZ
出水後速やか

に
県・気象台

60 現行の堤防等河川管理施設の整備計画のス
ピードアップ

AW,BA,BB,BE 引続き実施 県

61 流域治水の考え方に基づき、流域全体で持続
可能な河川整備と流域対策に取組む

BB,BE 必要に応じて 国・県・市町村

62 多数の家屋や重要施設等の保全対策等（樹木
伐採、河道掘削）

BA 引続き実施 県

63 浸水による機能停止リスクが高い下水施設に
ついて、排水機能停止リスク低減策を実施

AV R8年度 県・市町村 〇 ※ 〇 ※ □ ● ※ ※ 〇 ● 〇 ● ※ ※ ○ ※ ※ ※ 〇 ※ ※ ◯ ※ ※ ※ ※ ※ ○ ※ ※ ○ 〇 □ ※ ○ □ ○ ○ ○ ※ 〇

64 土砂・流木捕捉効果の高い透過型砂防堰堤の
整備

- 引続き実施 県

65
整備した河川防災ステーションについて、関
係機関と情報を共有し市町村の円滑な水防活
動等、活用方策を検討・調整

BB,BE 必要に応じて 県・市町村 ○ ※ ○ ※ ※ ※ ※ ● ※ ※ 〇 ※ ※ ※ ※ ※ 〇 ○ ※ □ ※ □ □ ※ ●

66 決壊までの時間を少しでも引き延ばす堤防構
造の工夫

BC 引続き実施 県

67 排水機場の耐水化の検討 AX,BD R8年度 県

(24)危機管理型ハード対策

(25)排水機場の耐水化の検討

③氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組

(21)排水施設、排水資機材に関する情報の共有

(22)浸水被害軽減地区の指定

(22)出水後の対応

■ハード対策の主な取組
④河川管理施設の整備等に関する事項

(23)洪水氾濫を未然に防ぐ対策

(14) 重要水防箇所の見直し及び水防資機材の確認

(15)水防に関する広報の充実（水防団確保に係る取組）

(16)水防訓練の充実

(17)水防団間での連携、協力に関する検討

(18)市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報提供の充実

(19)市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確保のための対策の充実

②的確な水防活動のための取組

(12) 水防団（消防団）への河川水位等に係る情報提供

(13) 樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保
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○概ね５年で実施する取組　

項　目

取組の柱

実施する施策

具体的取組

課題
目標時

期
取組機関

凡例　●：実施済み　□：実施中（継続中）　○：実施予定
　　　※：予定なし　〼：実施対象外　　右の番号は市町村番号

38 ダム放流警報等の耐水化や改良 AX,N R8年度
関東地整・県・
水資源機構

39 ダム等の洪水調節機能の向上・確保 AX,N R8年度
関東地整・県・
水資源機構

40 水位周知下水道の指定 AX,N R8年度 県・市町村

41 洪水予測（水害タイムライン）の高度化によ
る災害対応や避難行動の支援

E R8年度 関東地整・県

42 水防団（消防団）への河川水位等に係る確実
な情報伝達手段の検討

AI 引続き実施 市町村

43
水防団が行う河川巡視の受け持ち区間や巡視
等水防活動の実施体制を見直し、伝達訓練の
実施

AI 必要に応じて
関東地整・県・市町

村

44 国と都道府県が参加する技術研究会等におい
て、国の無動力化の取組について情報提供

BC 必要に応じて 関東地整・県

45 洪水に対しリスクが高い区間や重要水防箇所
を水防団や地域住民等との共同点検の実施

AH 引続き実施
関東地整・県・市町

村・地域住民

46 出水時に重要水防箇所において水防が適切に
行われたことを確認

AL
出水後速やか

に
県・市町村

47 水防資機材等の配備・確認 AN 引続き実施
関東地整・県・市町

村

48 出水時に備蓄されている資材が有効かつ迅速
に活用されたことを確認

BH
出水後速やか

に
県・市町村

49 水防団員の募集、自主防災組織、企業等の参
画を促すための広報の充実

AJ 引続き実施 市町村

50
水防団強化、技術の継承を目的とした広報の
充実（水防団確保）、水防団間での連携・協
力に関する検討及び多様な関係機関や住民等
の参加による、実践的な水防訓練を実施

AK,AP R8年度
関東地整・県・市町

村

51
大規模氾濫に対して広域的、効率的な水防活
動が実施できるよう関係者の協力内容等につ
いて検討、調整

AH,AM,AN,AO,
AP

R8年度 市町村

52
浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠点病院
等に関する情報を共有し、各施設管理者に対
する洪水時の情報伝達体制・方法について検
討

AR,AS R8年度 県・市町村

53
浸水想定区域内の市町村庁舎や災害拠点病院
等の機能確保に関する情報を共有し、耐水化
や非常用電源等の対策を施設管理者が実施す
るよう調整

AR,AS,AT R8年度 県・市町村

54 水害リスク情報の共有とともに、現況の施
設・機材の情報を共有

AV 引続き実施
関東地整・県・市町

村・水資源機構

55 排水機場の遠隔操作化、退避基準の明確化 AX R8年度
関東地整・県・市町

村・水資源機構

56
浸水エリアの拡大を抑制する効用があると認
められる土地に係る情報（地形データや氾濫
シミュレーション結果）を水防管理者に提供

AV 必要に応じて 県

57
複数の市町村に係る浸水被害軽減地区の指定
については、水防管理者間で指定の予定や課
題等を共有し、連携して指定に取り組む

AV 必要に応じて 市町村

58 被災状況調査の迅速化 AY
出水後速やか

に
県・市町村

59 暫定水位基準の設定 AZ
出水後速やか

に
県・気象台

60 現行の堤防等河川管理施設の整備計画のス
ピードアップ

AW,BA,BB,BE 引続き実施 県

61 流域治水の考え方に基づき、流域全体で持続
可能な河川整備と流域対策に取組む

BB,BE 必要に応じて 国・県・市町村

62 多数の家屋や重要施設等の保全対策等（樹木
伐採、河道掘削）

BA 引続き実施 県

63 浸水による機能停止リスクが高い下水施設に
ついて、排水機能停止リスク低減策を実施

AV R8年度 県・市町村

64 土砂・流木捕捉効果の高い透過型砂防堰堤の
整備

- 引続き実施 県

65
整備した河川防災ステーションについて、関
係機関と情報を共有し市町村の円滑な水防活
動等、活用方策を検討・調整

BB,BE 必要に応じて 県・市町村

66 決壊までの時間を少しでも引き延ばす堤防構
造の工夫

BC 引続き実施 県

67 排水機場の耐水化の検討 AX,BD R8年度 県

(24)危機管理型ハード対策

(25)排水機場の耐水化の検討

③氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組

(21)排水施設、排水資機材に関する情報の共有

(22)浸水被害軽減地区の指定

(22)出水後の対応

■ハード対策の主な取組
④河川管理施設の整備等に関する事項

(23)洪水氾濫を未然に防ぐ対策

(14) 重要水防箇所の見直し及び水防資機材の確認

(15)水防に関する広報の充実（水防団確保に係る取組）

(16)水防訓練の充実

(17)水防団間での連携、協力に関する検討

(18)市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報提供の充実

(19)市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確保のための対策の充実

②的確な水防活動のための取組

(12) 水防団（消防団）への河川水位等に係る情報提供

(13) 樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保

●or□ / 実施対象 ％
二瀬ダム管

理所
熊谷地方気

象台
利根導水総
合事業所

下久保ダム
管理所

荒川ダム総
合管理所

埼玉県
利根川上流
河川事務所

江戸川河川
事務所

渡良瀬川河
川事務所

高崎河川国
道事務所

荒川上流河
川事務所

荒川下流河
川事務所

白
岡
市

宮
代
町

杉
戸
町

- - -40 61 62 - - - 集計- - - - - -

□ ● ● 〇 3 / 4 75%

□ ● ● ● ● 5 / 5 100%

○ 〇 ※ 〇 2 / 43 5%

○ 〇 ※ ● □ 〇 3 / 23 13%

● ● ● 58 / 63 92%

□ ※ □ □ □ 11 / 44 25%

※ ※ － ○ ※ ※ ※ ※ 0 / 8 0%

● ● ● □ 47 / 57 82%

● ● ● □ 33 / 59 56%

● ● ● ● ● ● ● □ □ □ □ 65 / 70 93%

● ● ● □ 37 / 61 61%

● ● ● 59 / 63 94%

○ ● □ 35 / 63 56%

○ ○ □ 35 / 63 56%

● ○ □ ○ 23 / 30 77%

○ ● □ ○ 22 / 30 73%

● ● ● ● ● ● ● □ □ ○ ● ● ● □ 57 / 73 78%

○ 〇 ○ ● ● ※ ● ※ □ 18 / 56 32%

○ 0 / 1 0%

○ ○ ○ 0 / 50 0%

○ 〇 □ □ 34 / 60 57%

● □ 2 / 2 100%

□ 1 / 1 100%

○ 0 / 1 0%

□ 1 / 1 100%

○ 〇 〇 〇 6 / 45 13%

□ 1 / 1 100%

〇 ※ 〇 5 / 28 18%

□ 1 / 1 100%

□ 1 / 1 100%

③氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組

(21)排水施設、排水資機材に関する情報の共有

(22)浸水被害軽減地区の指定

(22)出水後の対応

(14) 重要水防箇所の見直し及び水防資機材の確認

(15)水防に関する広報の充実（水防団確保に係る取組）

(16)水防訓練の充実

(17)水防団間での連携、協力に関する検討

(18)市町村庁舎や災害拠点病院等の施設関係者への情報提供の充実

(19)市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確保のための対策の充実

②的確な水防活動のための取組

(12) 水防団（消防団）への河川水位等に係る情報提供

(13) 樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保
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